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政
令
第

号

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日

と
す
る
。

【P】
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理

由

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


